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基本施策１ 感染症対策の推進 

基本施策２ 地域医療の充実 

基本施策３ 地域福祉の充実 

基本施策４ 健康づくりの推進 

基本施策５ 高齢者福祉・介護予防の充実 

基本施策６ 障がい者福祉の充実 

基本施策７ 生活困窮者等の自立支援 

基本施策８ 持続可能な社会保障制度の運営 

政策指標 

住み慣れた地域で心豊かに安心

して暮らせていますか？ 

 

 

 

 

写真 

目指す方向 

５ 

  

健康・福祉 
― 保健・医療・福祉が充実し 

いきいきと暮らせるまち ― 

【基準値】 
（令和３年度） 

●●％ 

 

令和３年 10 月 18 日（月） 

第 ４ 回 総 合 計 画 審 議 会 

【 資 料 ４ 】 
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基本施策１  感染症対策の推進 

市民一人ひとりの健康意識が高まり，予測不可能な新たな感染症等への備えが

なされ，感染症へ対応ができています。 

 

 

現状・これまでの取組  

●現在，新型コロナウイルス感染予防対策として「新しい生活様式」での取組を推進しています。 

●来庁者及び職員等の安全を確保するため感染症予防対策等を進め，庁舎内の環境整備に努めてい

ます。 

●新型コロナウイルスのワクチン接種を進めています。 

●インフルエンザの予防接種について，高齢者の接種費用の一部を助成しています。 

 

 

 

 

課題  

●感染症予防対策のほか，緊急事態に対する体制を整える必要があり，サービスの向上も含め，安

全・安心な庁舎が求められています。 

●新型コロナウイルス感染症や新たな感染症等が発生しても一人ひとりが備え，対策できるように

感染拡大防止及び市民・事業者等への情報発信を行う必要があります。 

●新型コロナウイルスのワクチン接種を希望する市民全員が早急に受けられるよう進めていく必要

があります。 

 

関連計画  

・新型インフルエンザ等対策行動計画（平成 25年度～） 

・第 2次いしおか健康応援プラン（令和元年度～令和６年度） 

・石岡地域医療計画 （令和元年度～） 

成果指標 
基準値 

（令和３年度） 

目標 

（令和９年度） 

手洗いやマスクの着用など基本的な感染症対策を行っ

ている市民の割合 

●●％ 
令和３年度調査実施 基準値を 維持 

関連写真  関連写真  

 あるべき 
将来の姿 
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主要な取組  

 

取組名  取組内容  担当課 

公共施設の感染予防対

策及び緊急事態対策 

 庁舎内における新型コロナウイルス感染症予

防対策及び緊急事態に即座に対応できるよう

な体制を整えます。 

 
管財課 

支所総務課 

感染症等のまん延防止

対策 

 新型インフルエンザ，新型コロナウイルス等

の感染症に備え，衛生用品等の備蓄を図ると

ともに，まん延の防止に向けた取組を推進し

ます。 

 

健康増進課 

感染症に関する情報発

信 

 新型コロナウイルス感染症対策における市民

や事業者の理解促進や意識向上・行動に向け

て適切な情報発信・啓発を行います。 

 

健康増進課 

 

 

具体的な取組における参考指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「●●●」について 

 
関連写真 

衛生用品等の備蓄量 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

●●個 基準値より 増 

 

マスク，医療用手袋等の衛生用品を備蓄して
いる数量 

アマビエちゃん登録店舗数 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

●●件 ●●件 

市内店舗・施設の「いばらきアマビエちゃ
ん」への登録数 
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基本施策２  地域医療の充実 

県や近隣市，関係機関と連携しながら，全ての市民が安心して必要な医療を受

けられる体制が構築されています。 

 

 

現状・これまでの取組  

●本施策は，令和２年度の市民満足度調査において，47 施策中，最も重要な施策とされましたが，

満足度は 44位という結果でした。 

●市内では，平成 30年１月以降，分娩できる医療機関がありません。また，住まいの近くに分娩

できる産科医療機関の設置や小児科の緊急診療の拡充を求める声が多く寄せられています。これ

ら状況をふまえ，平成 30 年度に，市民医療懇談会を開催し，これからの地域医療のあり方につ

いて検討しました。 

●令和元年度には，近隣市の市長，石岡市医師会長，地域の医療関係者らによる議論がなされ，石

岡地域医療計画を策定し，課題解決に向けた取組を開始しました。 

●令和２年７月から，休日の緊急診療（内科・小児科）及び外科の在宅当番医が休止し，また，令

和３年４月から，石岡市医師会病院が休止しました。 

●令和３年２月，新型コロナウイルスをはじめとした医療環境の変化等をふまえ，石岡地域医療計

画を見直すこととしました。 

●令和３年度からは，主な課題（産科，小児科，緊急診療）解決に向け，それぞれ個別の対策に取

り組んでおり，令和３年７月に，小児科の緊急診療を開設しました（こども休日診療）。また，専

門業者による医療需要動向調査のほか，地域医療に係る市民ニーズ調査を実施しました。この結

果をふまえて，石岡地域医療計画を更新します。 

●石岡市医師会病院については，令和４年１月に，市内の医療法人によって，新たな病院として開

院される予定です。 

 

 

 

 

 

 

  

成果指標 
基準値 

（令和３年度） 

目標 

（令和９年度） 

地域医療が充実していると感じる市民の割合 
●●％ 

令和３年度調査実施 基準値より 増 

関連写真やグラフ 

 あるべき 
将来の姿 
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課題  

●分娩できる産科の設置，小児科の拡充，緊急診療の再開が主な課題です。 

●高齢化による医療需要の増加，新興感染症の発現など，あらゆる環境の変化に対応しながら，将来

にわたり医療提供体制を維持していく必要があります。 

 

関連計画  

・石岡地域医療計画 （令和元年度～） 

・第 3期石岡市地域福祉計画（令和４年度～令和７年度） 

・第 2次いしおか健康応援プラン（令和元年度～令和６年度） 

 

主要な取組  

 

取組名  取組内容  担当課 

分娩できる産科の設置 

 
医療機関の誘致や産科医の確保のための対策

を行います。 

 

健康増進課 

緊急診療等の実施 

 
緊急診療及び在宅当番医制について，休止前

の水準を目標に実施方法を検討します。 

 

健康増進課 

病院群輪番制による診

療の実施 

 
石岡地域の救急医療を維持するため，輪番制

により救急受け入れをしている病院に対し運

営費を補助します。 

 

健康増進課 

近隣市との連携による

事業の実施 

 
近隣市と協同（応分の費用負担など）で地域

医療の充実のための事業を行います。 

 

健康増進課 

 

（次のページ） 
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 具体的な取組における参考指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「石岡地域医療計画」 
 

 
関連写真 

緊急診療等の実施 

基準値（令和３年度） 目標（令和 13年度） 

2 科目 

緊急診療や在宅当番医制の実施診療科目数 

近隣市との連携による事業の実施 

基準値（令和３年度） 目標（令和 13年） 

３事業 基準値より 増 

 

近隣市との連携により実施する事業の数 

病院群輪番制による診療の実施 

基準値（令和３年度） 目標（令和 13年度） 

100％ 100％ 

診療予定日における診療実施率 

基準値より 増 

分娩できる産科の設置 

基準値（令和３年度） 目標（令和 13年） 

０施設 

分娩を行う医療機関の施設数 

１施設 
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基本施策３  地域福祉の充実 

地域に暮らす全ての人が，必要な福祉サービスを受けられることで，住み慣れ

た地域で安心して暮らせる社会が構築されています。 

 

 

現状・これまでの取組  

●少子高齢社会へ移行し核家族化が進むなか，ひとり暮らし高齢者や高齢夫婦世帯，ひとり親世帯

など，援護を必要とする世帯が増加しています。一方で，価値観の多様化や生活習慣の変化によ

り，地域のつながりは弱くなっています。 

●さらに，8050世帯・介護育児のダブルケアとなり，高齢者福祉，障がい者福祉，こども福祉な

ど複数の分野にわたる課題を有している家庭も増加しているため，包括的な支援体制をつくるこ

とが必要となっています。 

●今後も少子高齢化や核家族化の進行により，行政によるサービスだけでは支援に限界がありま

す。そのため，地域住民，民生委員・児童委員，社会福祉協議会，ボランティア団体，行政等，

様々な力が連携を図り，全ての人が住み慣れた地域で安心して暮らせるように互いに助け合って

いく，地域共生社会の構築を目指すため，地域福祉計画を策定し，推進しています。 

●災害発生時や発生の恐れがある場合に，避難行動要支援者台帳登録者に対し，避難支援等を適切

かつ円滑に実施するため，個別支援計画の策定を進めながら地域支援者や各関係機関と連携しな

がら，避難誘導や各種支援活動や情報共有を行っています。 

 

 
  

成果指標 
基準値 

（令和３年度） 

目標 

（令和 13年度） 

地域に暮らす皆で助け合い，協力し合えている（地域の

助け合いによる福祉）と感じる市民の割合 

●●％ 
令和３年度調査実施 基準値より 増 

関連写真やグラフ 関連写真やグラフ 

 あるべき 
将来の姿 
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課題  

●多様化している相談・支援業務を充実させるため，地域社会と専門機関が連携強化する等，重層的

支援体制の整備が必要です。 

●地域活動の維持拡大に向けて，地域共生社会の新たな担い手を発掘・育成することが求められて

います。 

●石岡市社会福祉協議会において，地域福祉活動の指針となる地域福祉活動計画が未策定となって

います。社会福祉協議会と本市が連携して地域福祉事業を推進するには，計画の策定が必要です。 

●避難行動要支援者台帳に登録している市民に対し，災害時に必要な情報と支援を確実に提供する

ため，関係各課・機関と連携しながら，包括的な相談支援体制を構築する必要があります。 

 

関連計画  

・第３期石岡市地域福祉計画（令和４年度～令和７年度） 

・石岡ふれあい長寿プラン～第８期～（令和３年度～令和５年度） 

（石岡市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画を一体的に策定） 

・石岡市避難行動要支援者避難支援計画 

 

主要な取組  

 

取組名  取組内容  担当課 

民生委員活動への支援 

 民生委員・・児童委員の活動を充実させるため，

研修機会の充実を図り，民生委員・児童委員

の資質向上と活動を支援します。 

 

社会福祉課 

避難行動要支援者台帳

の充実 

 避難行動要支援者避難支援制度の周知を行い

ます。また，台帳登録者に対する地域支援者

の確保を進めていきます。 

 

社会福祉課 

地域ケアシステム推進

事業 

 地域包括ケアシステムの構築を進めるため，

地域のあらゆる住民が役割を持ち，支え合い

ながら自分らしく活躍できる地域コミュニテ

ィの育成や，公的な福祉サービスと協働して

助け合いながら暮らすことのできる地域共生

社会の実現に取り組みます。具体的には，地

域ケアコーディネーターを中心に，地域の保

健・福祉・医療の専門家や地域住民が連携し

て，支援が必要な高齢者等に，見守り活動や

安否確認，サービスの利用調整等を行います。 

 

高齢福祉課 
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具体的な取組における参考指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「地域ケアシステム」とは 
 関連写真 

民生委員・児童委員の合同研修会の開催 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

２回 ２回 

民生委員・児童委員協議会連合会の合同研修
会や全体研修会の開催数 

地域福祉に関心のある市民 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

187 人 200 人 

地域福祉講演会に参加して，地域福祉に関す
る理解を深めた市民 

地域ケアシステムチーム数 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

178 回 

 

198 回 

 

年度内の在宅ケアチーム数 
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基本施策４  健康づくりの推進 

少子高齢化社会を踏まえ，全ての市民が心身共に健康な生活が送れるよう，保

健センターを軸として食生活習慣の改善や健康管理に対する意識の向上を図る

ため保健・医療を推進し，福祉・教育・地域との連携の取れた健康づくりがで

きています。 

 

現状・これまでの取組  

●令和２年度市民満足度調査の結果において，「健康づくりの推進」について，満足度が 47 施策

のうち第 1位であると同時に，重要度も高くなっています。 

●新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う社会情勢やライフスタイルの変化，経済的不安感の

増大等により，心の健康を損なう人が増え，自殺者が増える可能性があります。 

●特に若い世代での健康に関する意識の低さがみられ，各種健診の受診率の伸び悩みがあります。 

●食を通し，地域の食育と健康づくりを推進するボランティア団体である食生活改善推進員の高齢

化により，会員数が減少傾向にあります。 

●40 歳から 74 歳までの国民健康保険被保険者を対象に特定健康診査を実施し，生活習慣病の早

期発見や発症・重症化予防などの健康の保持増進を図っていますが，特定健康診査受診率につい

ては伸び悩んでいます。 

 

 

課題  

●世代や個人で，健康への興味，健康づくり習慣，価値観等に差があること，各ライフステージや疾

病，障害の状態等により，健康に関する課題が異なっており，効率的で効果的な事業の実施及びア

プローチが課題となっています。 

●平均寿命が延びている中で，社会保障費の抑制を図るため，日常的に介護を必要とせず自立した

生活が送れるよう，健康寿命を伸ばす必要があります。 

●定期的にセルフチェックができる環境の整備が必要となっています。 

●コロナ禍が継続する状況を踏まえて，関連部署，関連施策との連携強化が必要となっています。 

●疾病予防や早期発見と治療ができるよう特定健康診査受診率を向上させる取組や，健康意識を向

上させるための取組が必要です。 

●高齢者の特性に応じた保健事業と介護予防を一体的に実施することが必要となっています。 

  

成果指標 
基準値 

（令和２年度） 

目標 

（令和９年度） 

健康寿命の延伸 ●●歳 基準値より 増 

 あるべき 
将来の姿 
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関連計画  

・第２次いしおか健康応援プラン(令和元年度～令和６年度) 

（健康増進計画・食育推進計画・歯科保健計画・自殺対策計画） 

・石岡地域医療計画（令和元年度～） 

・石岡市国民健康保険第２期データヘルス計画 

 

主要な取組  

 

取組名  取組内容  担当課 

成人保健事業 

 各種健康診査やがん検診等を実施します。 

子宮がん 20 歳・・乳がん 40 歳の方に無料クー

ポン券を配布する等，若い世代の受診率向上

の為，受診しやすい環境の整備や個別受診勧

奨等の受診率向上推進事業に取り組みます。 

 

健康増進課 

保険年金課 

予防接種事業 

 感染症の発生及び流行を予防するため，定期

予防接種の実施と，任意予防接種・（おたふく・

小児インフルエンザ・高齢者肺炎球菌等）の

費用の一部助成を実施します。 

 

健康増進課 

健康づくり推進事業 

 いしおか健康応援プランに基づき，健康づく

り事業の整理と重点化を図り，地域の健康づ

くりに取り組みます。また，こどもから大人

まですべての年齢の方々に食育の推進をしま

す。 

 

健康増進課 

精神保健事業 

 
こころの悩みを持つ本人及び家族等の相談に

応じ，抱えている問題を整理し解決に取り組

みます。また，自殺予防対策として市民への

相談機関の周知，啓発活動を実施するととも

に，見守り体制を強化して生きることの包括

的な支援の推進をします。 

 

健康増進課 

歯科保健事業 

 
石岡市歯と口腔の健康づくり推進条例及び歯

科保健計画に合わせ，各年代に応じた歯と口

腔の健康を保つ事業を推進します。 

 

健康増進課 

 

 

（次のページ）  
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具体的な取組における参考指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自分の健康に関心のある女性 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

4,000 人 

 

4,200 人 

 

市の行う子宮・乳がん検診を受診した女性の
人数 

自殺死亡率 

基準値（令和２年度） 目標（令和９年度） 

25.0％ 基準値を維持 

人口 10 万人あたりの自殺死亡者数の割合を
本市の人口で換算 

成人歯科検診を受けた市民 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

180 人 

 

200 人 

市の行う成人歯科検診を受診した人数 

特定健康診査受診率 
（国民健康保険被保険者） 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

27.2% ●●% 

特定健康診査の受診対象者に対して，実際に
受診をした方の割合 

特定保健指導実施率 
（国民健康保険被保険者） 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

36.1% ●●% 

特定保健指導の実施対象者に対して，実際に
保健指導を実施した方の割合 

「       」とは 
 

関連写真 
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基本施策５  高齢者福祉・介護予防の充実 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した日常生

活を送れるとともに，生きがいを持って現役で過ごせるよう，地域包括ケアシ

ステムが構築されています。そして，地域共生社会が実現し，生涯にわたり現

役で暮らせる体制が構築されています。 

 

現状・これまでの取組  

●超高齢化を迎え，高齢者の介護需要が急速に増大していることから，介護サービスの供給不足が

危ぶまれている状況です。 

●新型コロナウイルス感染症の拡大によって，介護予防に取り組む機会が極端に減少したため，こ

れまで健康を保てていた高齢者の認知機能低下や転倒リスク，閉じこもり傾向に拍車がかかり介

護サービスの需要が高まる可能性が高くなっています。 

●ひとり暮らしの高齢者や，高齢者のみの世帯が増加する中，高齢者の多くが身体的な不安や何ら

かの日常生活における不安を抱えていることを踏まえ，本市で生涯現役プラチナ応援事業を実施

し，地域貢献活動や生きがいづくり活動に参加していただけるよう働きかけています。 

●軽度者（事業対象者・要支援１・要支援２）が利用する訪問介護や通所介護，一般介護予防事業

については，介護予防・日常生活支援総合事業で一体的に対応しています。 

●本市では介護保険法等に基づき「石岡ふれあい長寿プラン（石岡市高齢者福祉計画・介護保険事

業計画）」を策定し，高齢者福祉施策・介護保険事業計画を推進しており，令和３年度からは新た

な第８期のプランに沿って事業に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標 
基準値 

（令和２年度） 

目標 

（令和９年度） 

６５歳以上の人口に占める要介護２未満の割合 91.2％ 基準値を 維持 

関連写真 関連写真 

 あるべき 
将来の姿 
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課題  

●少子高齢化社会を迎える中，高齢者一人ひとりが地域の重要な一員として，人生の中で培ってき

た豊かな知識と経験を地域の活力につなげ，助け合い支え合う地域社会を構築するためにその役

割を担っていく必要がありますが，生涯現役プラチナ応援事業には，元気な方の参加が多く，家に

閉じこもりがちな人に参加していただけるように事業の見直しが課題となっています。 

●高齢者が住み慣れた家庭や地域で，保健，医療，介護，福祉が連携した総合的なサービスが受けら

れるよう，支援する必要があります。 

●高齢化に伴い認知症になる方が増えることが見込まれるため，早期診断・早期対応に向けた支援

体制の強化が必要です。 

●地域包括支援センターが中心となり，高齢者一人ひとりの状態に応じた介護予防や健康づくりの

取組を支援し，地域の実情に応じて介護予防教室等を充実させる必要があります。 

●中・長期的に支援ニーズの増大と担い手不足が見込まれるためボランティアの拡大やインフォー

マルケアの充実が課題となっています。 

 

関連計画  

・第３期石岡市地域福祉計画（令和４年度～令和７年度） 

・石岡ふれあい長寿プラン～第８期～（令和３年度～令和５年度） 

（石岡市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画を一体的に策定） 

 

 

主要な取組  

 

取組名  取組内容  担当課 

生涯現役事業 

 生涯現役でいきいきと活躍できる生涯現役社

会の実現に向け，生涯現役プラチナ応援事業

の講座・・教室等の充実や協賛店の拡充を図り，

プラチナ応援事業の対象事業への参加者数を

増やすとともに，いきいき活動事業の充実な

ど，いつまでも現役で輝き続ける人たちを一

人でも多く増やす活動を推進します。また，

介護保険サービスを利用しなくても自立でき

る生活を支援します。 

 

高齢福祉課 

地域包括支援センター

運営事業 

 高齢者が健康で自立した生活を持続するため

に，介護予防の充実，権利擁護，相談事業に努

めます。また，保健，医療，介護，福祉が積極

的に連携した総合的なサービスが提供できる

ようケアマネジメントを行います。 

 

高齢福祉課 
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取組名  取組内容  担当課 

介護予防普及啓発事業 

 介護予防に関する講演会の開催，介護予防の

各種講座及びパンフレット等の配布を通じ，

介護予防についての基本的な知識を普及啓発

し，生活機能の維持向上を促進します。また，

地域の実情に応じた介護予防教室等の充実を

図ります。 

 

高齢福祉課 

認知症総合支援事業 

 認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続

けられるよう，早期診断・早期対応に向けた

支援体制を構築するとともに，認知症ケアに

携わる家族や関係者へ対応力向上を図るため

の取組みを推進します。 

 

高齢福祉課 

担い手の確保（住民主

体の活動支援） 

 地域の中で自主的に活動する人材やボランテ

ィア等と住民の通いの場の充実を図ります。 

 
高齢福祉課 

 

 

 

具体的な取組における参考指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生涯現役プラチナ応援事業 

ポイントカード発行枚数 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

888 枚 

 

1,600 枚 

 

年度内プラチナ応援ポイントカード発行枚数 

高齢福祉や介護に関する総合相談件数 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

15,143 件 

 

17,000 件 

 

地域包括支援センター・在宅介護支援センタ
ーでの相談対応延べ件数 

介護予防教室等の参加者数 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

3,443 人 

 

3,600 人 

 

介護予防講演会や介護予防教室の延べ参加人
数 

認知症サポーター数 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

5,137 人 

 

5,200 人 

 

認知症サポーター養成講座受講者数 
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具体的な取組における参考指標 

 

 住民主体の通いの場の場所数 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

55 か所 

 

58 か所 

 

住民が主体となって活動している通いの場の
数 

地域共生社会の実現 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

6 か所 

 

維持目標 

 

第 2 層協議体の設置数 

「生涯現役プラチナ応援事業」に参加してみませんか？ 
 

関連写真 
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基本施策６  障がい者福祉の充実 

障害者総合支援法の理念に基づく共生社会を実現するため，「障がい者基本計

画」及び「障がい福祉計画」「障がい児福祉計画」に基づき，地域に住む全ての

人々が，お互いの多様性を認め合い，住み慣れた地域社会で生活し参加・活躍

できるまちができています。 

 

現状・これまでの取組  

●障がい者のサービス利用が増加傾向にあります。特に障がい児のサービス利用が増えています。

また，障がい者のサービス利用の増加に伴い，市内の障がいサービス事業所も増えています。 

●障がいのある人が地域の一員として，自分らしくいきいきと暮らしていくことができるよう，福

祉サービスの充実と社会参加の促進など自立支援を行っています。 

●障害者総合支援法により，障がいの種類（身体障がい，知的障がい，精神障がい）に関わらず，

社会参加の確保や各種サービスを提供していく仕組みを確立するとともに，働く意欲のある障が

い者に対する就労支援を行っています。また，国の福祉計画により障がい福祉の更なる拡大が求

められています。 

●障害者差別解消法により，障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や措置等

について定め，障がいの有無によって分け隔てなく相互を尊重し合い共生する環境の実現を目指

します。また，職員の対応要領を作成して，職員が事務や事業を適切に対応するための指導を行

っています。 

●令和３年度から３か年計画となる第６期石岡市障がい福祉計画・第２期石岡市障がい児福祉計画

を策定しました。 

 

  

成果指標 
基準値 

（令和３年度） 

目標 

（令和９年度） 

性別や国籍，障がいの有無等の多様性を認め合い，地域

でともに暮らしていこうと考える市民の割合 

●●％ 

令和３年度調査実施 ●● 

 あるべき 
将来の姿 

関連写真 関連グラフ 
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課題  

●地域との共生に向けて，障がい者スポーツ大会のボランティアなどを通した小中高校生とのコミ

ュニケーションの機会を作ったり，障がい者美術展を開催していますが，今後，さらに取組みを広

げていくことが課題となっています。また，障がい者各々の障がい（特徴）を認識し，地域社会で

自分らしい生活が送れるよう，健常者の理解の促進が求められています。 

●新たに対応が必要な発達障害，高機能自閉症などの障がいについては，各課で連携して支援を行

うことが求められています。 

●石岡特別支援学校の児童生徒との交流機会を作ります。 

●在宅や障害者就労施設で就労する障がい者の自立促進のため，障害者就労施設等の製品や役務の

受注の機会を確保し，供給する製品等の需要増加を図ることが必要です。 

●障がい者に対するサービス提供基盤の確保及び強化とともに，障がい者の活動の場及び生活の場

の提供，外出や移動の際に感じる不便が解消されるような取組みが必要となっています。 

 

 

関連計画  

・第３期石岡市地域福祉計画（令和４年度～令和７年度） 

・第 6期石岡市障がい福祉計画・第 2 期石岡市障がい児福祉計画（令和３年度～令和５年度） 

 

主要な取組  

 

取組名  取組内容  担当課 

障害者自立支援給付事

業 

 障害福祉サービス費の給付や自立支援医療の

給付，補装具費の支給等により障がい者を支

え，障がい者の自立や社会参加等の促進を図

ります。 

 

社会福祉課 

障害者地域生活支援事

業 

 地域で生活する障がい者のニーズを踏まえ，

地域の実情に応じ，障がい者に創作的活動や

社会参加の場の提供や介助者の負担軽減を図

り，障がい者の自立を支援します。 

 

社会福祉課 

公共交通機関の充実 

 

障がい者が利用しやすい公共交通機関や公共

施設の充実を図ります。 

 

都市計画課 

 

（次のページ） 
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具体的な取組における参考指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

障がい者と健常者の交流 

基準値（令和元年度） 目標（令和５年度） 

75 人 ●●人 

 

障がい者スポーツ大会へのボランティア参加
人数 

障がい者就労施設への物品等発注数 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

５施設 ●●施設 

 

市や市の委託事業等で物品等を発注した障害
者就労施設の数 

障がい者支援事業の取組み数 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

●●件 ●●件 

 

障がい者向け支援事業の年間取組み数 

「         」について 
 

関連写真 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止 
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基本施策７  生活困窮者等の自立支援 

生活保護の適正な運用や，一人ひとりへのきめ細かな相談を充実させ，生活支

援が必要な市民の自立が進むよう支援します。 

 

 

現状・これまでの取組  

●高齢化の進行等を背景に生活保護を必要とする世帯が増加しています。 

●生活保護受給世帯のうち単身世帯の割合が非常に高いことから，家族等からの支援や繋がりが希

薄になっていると思われます。 

●生活保護になる手前で困窮者を救うことが重要となっています。また，困窮者の状況により，関係

各課と連携しながら対応しています。 

●経済的な支援のみならず，就労準備支援や家計改善支援，生活困窮世帯の子どもの学習支援や居

場所の提供なども行っています。 

 

 

課題  

●担当職員や就業支援専門員が，ハローワーク等の関係機関と連携を図り一体となって，生活保護

受給者の就労意欲の向上を図るとともに，各人の意向や適正に応じ，就労の相談・支援を強化して

いく必要があります。 

●生活に困窮している市民に対し，必要な支援を確実に提供するため，関係各課・機関と連携しなが

ら，包括的な相談支援体制を構築する必要があります。 

●就労準備支援や家計改善支援，生活困窮世帯の子どもの学習支援や居場所の提供に関する制度を

必要としている方へ周知する方法が課題となっています。 

●多様化している生活困窮者の相談・支援業務を充実させるため，専門的知識を有するケースワー

カーを育成する必要があります。 

 

関連計画  

・第３期石岡市地域福祉計画 

成果指標 
基準値 

（令和２年度） 

目標 

（令和９年度） 

生活保護から自立した世帯数 
生活保護が廃止された世帯のうち，自立により廃止された世帯数 

●●世帯 ●●世帯 

 あるべき 
将来の姿 



 

25 

 

 

主要な取組  

 

取組名  取組内容  担当課 

生活保護適正実施推進

事業 

 生活保護法に基づき，診療報酬明細書の点検，

扶養義務者への郵便及び実地訪問による調

査，システム機器運用等により適正運用され

ているかチェックを行います。 

 

社会福祉課 

生活保護制度 

 生活保護法に基づき，一定要件のもとに生活

保護開始となった世帯に生活保護費を支給

し，生活を支援します。 

 

社会福祉課 

自立支援プログラム推

進事業 

 仕事をする能力のある生活保護受給者を対象

とするもので，就労を支援する専門相談員を

雇用することにより被保護者の求職活動の支

援を行い，自立を促していきます。具体的に

は，生活困窮者や生活保護受給者の自立に向

け，ハローワーク等の関係機関と連携を強化

するとともに，自立相談支援事業，就労準備

支援事業，家計改善支援事業を実施していき

ます。 

 

社会福祉課 

生活困窮者自立支援制

度 

 就労準備支援や家計改善支援，生活困窮世帯

の子どもの学習支援や居場所の提供などを実

施します。 

 

社会福祉課 

 

具体的な取組における参考指標 

 

 

 

 

 

ケースワーカー当たりの受給者件数 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

●●世帯 ●●世帯 

ケースワーカー，１人当たりが受け持つ生活
保護世帯数 

生活困窮世帯の子どもの自立支援 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

●●％ ●●％ 

 

学習支援を受けた生徒の高校進学率 

生活保護受給者への就労支援 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

●●件 ●●件 

 

自立支援プログラムにより就労支援をした件
数 
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基本施策８  持続可能な社会保障制度の運営 

誰もが健康で安心した生活を営むことができるよう，各々に必要な制度の周知

と持続可能な制度運営が行われています。 

 

 

現状・これまでの取組  

●急速な高齢化や医療の高度化により医療費が増大する一方，国民健康保険税の増収は見込めず，

国保財政は厳しい状況にあります。 

●要介護（要支援）認定者，介護サービスの利用者も増加し，介護給付費は増大し，介護保険料負

担が大きくなっています。 

●医療福祉費（マル福）の受給対象者について，県の制度をベースに市の単独事業として令和元年

度に小児の外来対象年齢を中学卒業後から 18歳までに拡大しました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

成果指標 
基準値 

（令和２年度） 

目標 

（令和５年度） 

国民健康保険税の収納率（現年度分） 93.3％ ●●％ 

後期高齢者医療保険料の収納率（現年度分） ●●％ ●●％ 

介護保険料の収納率（現年度分） 98.7％ ●●％ 

 あるべき 
将来の姿 

関連写真 関連写真 
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課題  

●収納率の向上や医療費の適正化等を進め，健全な国保運営に努める必要があります。 

●県の医療福祉費支給制度対象外となった妊産婦及び小児が，安心して医療を受けられるよう，市

単独の助成事業を継続する必要があります。 

●医療福祉費事業の県補助制度が改正される場合には，市単独の助成事業の見直しが必要です。 

●適正かつ良質なサービス提供のため，介護サービス事業者との連携を図るとともに，介護給付費

等の適正化に努める必要があります。 

 

関連計画  

・石岡市国民健康保険第２期データヘルス計画 

・石岡市国民健康保険第３期特定健康診査等実施計画 

・石岡ふれあい長寿プラン～第８期～（令和３年度～令和５年度） 

 

主要な取組  

 

取組名  取組内容  担当課 

収納率向上対策事業 

 納付忘れを防ぐため，口座振替の推進を行い

ます。また，納期限内に納付できなかった方

には，「公平の原則」からも納付意識の高揚に

努めるよう納付相談を行って，接触機会を増

やすほか，夜間の滞納整理などに取り組むこ

とで，収納率の向上を図ります。 

 

保険年金課 

高齢福祉課 

医療福祉・（マル福）事業 

 妊産婦，小児，ひとり親家庭，重度障がい者が

安心して医療を受けられるよう，県と共同で

医療費の自己負担の一部を助成しています。

また，県制度対象外となった妊産婦及び中学

卒業後から 18 歳までの医療費の自己負担の

一部を，市単独事業で助成しています。 

 

保険年金課 

介護保険給付費の適正

化事業 

 適正かつ良質なサービスを提供するため，介

護サービス事業者との連携を図るとともに，

介護給付費の適正化に努めます。 

 

高齢福祉課 

 

（次のページ） 
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具体的な取組における参考指標 

 
国民健康保険税の口座振替 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

●●％ 

 

●●％ 

 

国民健康保険税の口座振替納付の利用率 

後期高齢者医療保険料の口座振替 

 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

●●％ ●●％ 

 

後期高齢者医療保険料の口座振替納付の利用
率 
 

介護保険料の口座振替 

 

基準値（令和２年度） 目標（令和５年度） 

●●％ 

 

●●％ 

 

介護保険料の口座振替納付の利用率 
 

「         」について 
 

関連写真 


